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1 地域別構想の意義・⽬的 
本マスタープランは、地域に根ざしたまちづくりの指針となるものであり、地域からの発想を重要視

しています。そのため、全体構想を踏まえるとともに、地域の特性に応じたきめ細かな整備方針を示す

地域別構想を作成します。 

なお、各地域の整備方針（地域別整備の方針）の構成は次のとおりです。 

 

表2-1 地域別整備の⽅針の構成 

○地域の特性及び課題 

○地域の役割と地域づくりの目標 

○地域のまちづくり方針 

 

2 地域区分の設定 
2-1 地域区分の考え⽅ 

地域別構想の作成単位としての地域区分にあたっては次の点を踏まえ、区分します。 

①⾏政サービスの単位となる区分 
行政施策を展開する上で基礎的な地域の単位として 22の地区区分がなされており、この地区を基

礎的な単位とし、また一つの細胞と考え、この 22の地区を組み合わせて区分します。 

②地形などによる構造的な区分 
山間部、平地部、河川等といった地形条件による大きな区分が可能であり、この区分ごとに市街

地形成の歴史、現状も異なっています。したがって、このような大きな構造的な区分を地域区分に

反映させる必要があります。 

③歴史的に継続している地域的なつながりがある区分 
本市は幾度かの町村合併を経て今日に至っており、現在においても旧町村ごとに一定のまとまり、

コミュニティとしての地域的なつながりを有しています。また、住民意識においても認識しやすい

地域区分であることから、この旧町村ごとの区分を地域区分に反映させることが大切です。 

④都市計画施策として⼀体的にとらえた区分 
想定される都市計画施策の地域的な展開方向・まとまりなどを反映させることが必要です。 
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Ⅱ 地域別構想 
 
表2-2 地域区分の設定 
①の区分の反映 ②の区分の反映 ③の区分の反映 ④の区分の反映 地域区分の設定 対応する地区 

基礎的な単位
としての22地
区の区分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北部地域 
 
 
 
 
 
中部地域 

 
 
 
 
 
 
 
南部地域 

 
 
 
新里･黒保根 

地域 
 
  

川内地域 
 
梅田地域 

 
菱地域 

 
中央地域 

 
 
 
 
 
境野地域 

 
広沢地域 

 
相生地域 

 
新里地域 

 
黒保根地域 

 
 
 
 
 
 
中央東地域 

 
中央西地域 

 
中央南地域 

川内地域 
 
梅田地域 

 
菱地域 

 
中央東地域 

 
中央西地域 

 
中央南地域 

 
境野地域 

 
広沢地域 

 
相生地域 

 
新里地域 

 
黒保根地域 

16区 
 
14区 

 
17区 

 
1,2,6,7,10区 

 
8,9区 

 
3,4,5区(桜木町を
除く) 
11区 

 
12,13区,桜木町 
 
15,18区 

 
19,20,21区 

 
22区 

 

2-2 地域区分 
地域区分の考え方を踏まえ、以下のように市域全体を 11 地域に区分し、地域別構想を作成します。 

図2-1 地域区分図 

 



 

 

- 66 - 

3 地域別整備の⽅針 
3-1 中央東地域 

 

(1)地域の特性と課題 
本地域は織物産業とともにまちづくりが進み本

市及び周辺都市の中心として位置付けられる商業

集積地を持ちます。 

また、群馬大学や桐生工業高校、北体育館など

の教育施設や公共施設が立地するほか、桐生倶楽

部や有鄰館などの近代化遺産と呼ばれる建築物が

集積するなど、中央西地域及び中央南地域ととも

に本市及び周辺都市の商業・業務、教育、文化の

中心地となっています。 

以上のような特性及び全体構想における位置付

けを踏まえると、本地域のまちづくりにおいては、

以下のような課題があげられます。 

○地域間ならびに市外との連絡強化 

○居住人口の回復 

○都市基盤などのストックの有効利用 

○土地の有効活用 

○住・商・工混在地区の土地利用の再編整備 

○建物密集地区の防災性の向上 

○商業機能の強化と魅力づけ 

○高度な立地施設などの有効利用（地域共同研 

究イノベーションセンター） 

○公園利用不便地区解消の促進 

○北部山地沿いの自然環境の保全 

 

(2)地域の役割と地域づくりの⽬標 
本地域は、中央西地域や中央南地域とともに、

教育、文化、商業・業務機能の集積を活かし、将

来においても本市及び周辺都市における中枢の役

割を担う地域として次のように地域の将来像を定

めます。 

魅⼒ある商業・⽂化機能を備え、産業と
住環境が共存・調和した、市内外から訪
れる⼈々がすばらしいと思える、歴史と
⽂化の薫るまち 

地域の将来像を実現するため、次の６つの地域

づくりの目標を基本として、諸施策を推進します。 

○ 本市とその周辺都市における中枢を担う地
域にふさわしい各種機能（商業・業務、サー
ビス、⽂化）の充実 
今後も本市だけではなく、本市の周辺都市の

中枢を担う地域としての位置付けにふさわし

く、有鄰館などの歴史・文化施設の利用ととも

に、商業・業務、サービス、文化機能の充実を

目指します。 

○ 群⾺⼤学周辺の研究・⽂教地域としての整備 
群馬大学周辺においては、高等教育施設の集

積を活かしながら、環境・施設整備を検討し、

市民と産業・学術・研究の広域的な交流拠点の

形成を目指します。 

○ 中⼼商業地の商業集積による回遊性のある
まち並みの整備 
本町通りを中心とした長大な路線型商業地の

密度を高め、歩行者空間のネットワーク化を図

り、回遊性のある面的なにぎわいのある商業ゾ

ーンの形成を進めます。 

○ 地域東側の住⼯複合地における適切な住み
分けの誘導 
本地域東側一帯の住工複合地については、工

場の操業環境などへの配慮を進めながら、生産

環境と生活環境の適切な住み分けを誘導し、生

活環境の向上を図り、住工の調和した市街地の

形成を進めます。 

○ 密集市街地の改善などによる定住⼈⼝の確保 
土地区画整理事業や市街地再開発事業など

により密集市街地の改善を進め、住環境の向上

を図るとともに、商業地域などへ都市型住宅を

誘導し、定住人口の確保に努めます。 

○潤いのある市街地環境の形成 
新川の水辺空間の整備や桐生川の緑地とし

ての整備などを進め、またこれらを軸とした水
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Ⅱ 地域別構想 
と緑のネットワークを地域内に整備し、市街地

内の緑化を推進するとともに、高齢者・障害者

に配慮した適切な都市施設の整備を進め、景観

を重視した潤いのある市街地環境の形成を推

進します。 

 

(3)地域のまちづくり⽅針 
①⼟地利⽤の⽅針 
・ 本町通り一帯の地域を商業地として位置付

けます。 

・ 都市計画道路中通り線沿道などを商住複合

地として位置付けます。 

・ 平井町、西久方町など、住宅中心の土地利

用形成がなされている地域を一般住宅地と

して位置付けます。 

・ 東、天神町二・三丁目など、住宅と工場が

混在する地域を住工複合地として位置付け

ます。 

・ 地域北部の山地・丘陵地については、樹林

の保全・育成に努めるとともに、特殊公園

などとしての利用も検討します。 

②道路・交通の⽅針 
・ 中心市街地への通過交通の流入を低減し、

都市活動を高める内環状道路（都市計画道

路永楽町線）の整備を推進します。 

・ 回遊性のある商業地の形成を目指し、本町

裏通りのコミュニティ道路化（糸屋通りな

ど）を推進します。 

・ 中心商業地として必要に応じた駐車場の整

備を図ります。 

・ 高齢者、障害者に配慮された、無理なく歩

ける歩行空間のネットワーク化を進めます。 

③公園・緑地の⽅針 
・公園利用不便地域解消に向け、市街地開発

事業などにより、身近な公園の整備を促進

します。 

・桐生川は緑地として、整備を促進します。 

・新川は、新川公園や桐生川の緑地など、沿

道の施設を有機的に結ぶとともに、水辺の

再生や休憩施設の充実などを含めた潤いと

安らぎある空間として、多目的な活用を図

り、整備を促進します。 

・市街地周辺の樹林地については地域性緑地

や都市林などとしての位置付けを検討し、

都市内の身近な緑地として保全します。 

④下⽔道の⽅針 
・ 本地域は合流式下水道として整備が完了し

ていますが、老朽化してきた管渠施設につ

いては、延命対策の実施に努めます。 

⑤拠点環境整備の⽅針 
・ 桐生駅・本町通りゾーンとして位置付けら

れる本町通り沿道などに商業の密度を高め、

無理なく歩ける広がりの中で店舗を集積さ

せ、回遊しながら楽しめる高密度で個性的

な商業地づくりを進めます。また、歴史・

文化施設の活用によりものづくりの歴史を

もつ桐生らしさが表出する商業地の魅力づ

くりを図ります。 

・ 高等教育施設・研究施設が集積する群馬大

学周辺拠点については、広域的な研究・交

流拠点にふさわしいまちづくりを進めるた

め、長期的視点で地域一帯の街区再編及び

適切な土地利用配置を検討します。 

・ 有鄰館周辺拠点については、歴史的建物を

核とした、伝統的なまち並みづくりを図り

ます。 

・ 桐生川スポット拠点（中流部・下流部）に

ついては、河川沿いの歩行者ネットワーク

の整備、親水スポットの整備を図り、市民

が日常的に水に親しめる空間づくりを進め

ます。 

⑥緑の環境の⽅針 
・ 水の軸として桐生川を位置付け、群馬大学

周辺拠点、有鄰館周辺拠点、及び主な公園・

緑地を緑道などによってネットワーク化を

図り、市街地内の緑化を推進します。 

⑦住宅・住環境の⽅針 
・ 商業地や商住複合地においては商業施設の

整備にあわせ建物の共同化を図る中で上層

部などに都市型住宅及び高齢者に配慮され

た住宅の供給を誘導します。 

・ 地域東側の住工複合地については、新築や

建替えの際のルールづくりを進め、住環境

整備を促進します。 
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・ 地域東側などに見られる密集市街地につい

ては優良建築物等整備事業による敷地の共

同化や細街路の拡幅などを進め、住環境整

備を促進します。 

・ 本町一・二丁目及びその周辺については、

伝統的建造物群保存地区や地区計画等の手

法の活用などにより、一定のルールづくり

を進め、歴史的まち並みの保存・活用を図

ります。 

⑧都市防災の⽅針 
・ 土砂災害特別警戒区域などの指定があり、

土砂災害の恐れのある箇所については、避

難のための周知啓発や危険な位置にある家

屋の安全な地域への居住誘導を図ります。 

・ 地域北部の山地では保水機能を有する樹林

の育成・保全を図ります。 

・ 本町通りなどについては、建物の不燃化を更

に促進し、延焼遮断帯の形成・強化を図りま

す。 

・ 本町一・二丁目及びその周辺については、歴

史的まち並みの保全とあわせ、防災対策を図

ります。 

・ 災害時に避難しやすい、ゆとりのある歩行者

空間の整備などにより、安全性の向上を図り

ます。 

⑨市街地開発事業の⽅針 
・ 本町通り沿道の商業地については、これま

でに蓄積された基盤施設整備の成果を活か

しながら、敷地の入れ替えや共同化（市街

地再開発事業、優良建築物等整備促進事業

など）を推進し、土地の高度利用、都市型

住宅の供給を誘導します。 

・地域東側においては、生活道路の整備や密

集環境の改善、防災性の向上を図るため、

面的整備事業（土地区画整理事業など）を

推進します。 

 

⑩景観形成・保全の⽅針 

・桐生新町重要伝統的建造物群保存地区であ

る本町一・二丁目及びその周辺では、歴史

的建物と調和したデザインの建物の誘導を

図ります。 
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Ⅱ 地域別構想 
図2-2 中央東地域まちづくり⽅針図 
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3-2 中央⻄地域 

 

(1)地域の特性と課題 
本地域は桐生駅、西桐生駅が立地し、本市の玄

関口として位置付けられるばかりでなく、周辺都

市の人々にも利用される桐生が岡公園、水道山公

園、吾妻公園などが整備され、市内外の多くの人々

の交流拠点となっています。 

以上のような特性及び全体構想における位置付

けを踏まえると、本地域のまちづくりにおいては、

以下のような課題があげられます。 

○地域間ならびに市外との連絡強化 

○居住人口の回復 

○都市基盤などのストックの有効利用 

○市街地における土地の有効活用 

○桐生駅前の玄関口としてのにぎわいの創出 

○建物密集地区の改善・整備 

○商業機能の維持・強化と魅力づけ 

○多くの文化・レクリエーション資源の活用 

 

(2)地域の役割と地域づくりの⽬標 
本地域は、本市の表玄関口として周辺都市との

主要な結節点となり、中央東地域や中央南地域と

ともに、教育、文化、商業・業務機能の集積を活

かし、将来においても本市及び周辺都市における

中枢の役割を担う地域として次のように地域の将

来像を定めます。 

魅⼒的な市の⽞関⼝と市⺠の憩いの場
を中⼼として、良好な住宅地が共存する
出会いのまち 

地域の将来像を実現するため、次の４つの地域

づくりの目標を基本として、諸施策を推進します。 

○ 広域圏の中枢を担う地域にふさわしい各種
機能（商業・業務、サービス、⽂化）の充実 

桐生駅や西桐生駅から本町通りにかけて、本

市のみならず周辺都市における中心商業地が

形成されており、今後も本市の表玄関口として、

商業・業務、サービス、文化機能の充実を図り

ます。 

○ 中⼼商業地の商業集積による回遊性のある
まち並みの整備 
末広町通りから本町通りにかけて路線型商

業地が形成されていますが、これを軸としつつ、

商業集積を図り、歩行者空間のネットワーク化

により、回遊性があり面的なにぎわいのある商

業ゾーンの形成を進めます。 

○ 密集市街地の改善などによる定住⼈⼝の確保 
市街地再開発事業などによる密集市街地の

改善を進め、地区内の住環境の向上を図りつつ、

商業地域などへ都市型住宅を誘導し、定住人口

の確保に努めます。 

○潤いのある市街地環境の形成 
桐生が岡公園、水道山公園、吾妻公園により

構成される地域一帯は市街地に隣接する市民

の憩いの場として機能しており、今後、更なる

機能充実を図り、本市及び周辺都市の潤いのあ

る市街地環境の形成を推進します。 

 

(3)地域のまちづくり⽅針 
①⼟地利⽤の⽅針 

・末広町通り及び本町通り一帯の地域を商業

地として位置付けます。 

・主要地方道前橋大間々桐生線沿道を商住複

合地として位置付けます。 

・宮本町、堤町など、住宅中心の土地利用形

成がなされている地域を一般住宅地として

位置付けます。 

・堤町の良好な住宅団地を専用住宅地として

位置付けます。 

・地域北西部の山地・丘陵地については、樹

林の保全・育成に努めるとともに、特殊公

園などとしての利用も検討します。 

②道路・交通の⽅針 
・ 中心市街地への通過交通の流入を低減し、

都市活動を高める内環状道路（都市計画道

路永楽町線や美原線など）の整備を推進し

ます。 
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・ 相生地域と連絡する都市計画道路赤岩線の

整備を促進します。 

・ 回遊性のある商業地の形成を目指し、本町

裏通りのコミュニティ道路化（糸屋通りな

ど）を推進します。 

・ 中心商業地として必要に応じた駐車場の整

備を図ります。 

・ 広域レクリエーション拠点として位置付け

られる桐生が岡公園、吾妻公園、水道山公

園周辺地区での交通環境整備を図ります。 

・ 高齢者、障害者に配慮した無理なく歩ける

歩行空間のネットワーク化を進めます。 

③公園・緑地の⽅針 
・ 公園利用不便地域解消に向け市街地開発事

業により、身近な公園の整備を促進します。 

・ 堤町、宮本町の吾妻山などの樹林を地域性

緑地や都市林などとして検討し、都市の風

致維持や都市内の身近な自然として保全し

ます。 

・ 堤配水池などの緑地整備の検討を図ります。 

④下⽔道の⽅針 
・ 本地域は合流式下水道として整備が完了し

ていますが、老朽化してきた管渠施設につ

いては、延命対策の実施に努めます。 

⑤拠点環境整備の⽅針 
・ 桐生駅・本町通りゾーンとして位置付けら

れる末広町通り沿道などの商業地の密度を

高め、無理なく歩ける広がりの中で店舗を

集積させ、回遊しながら楽しめる高密度で

個性的な商業地づくりを進めます。また、

歴史・文化施設の活用により、ものづくり

の歴史をもつ桐生らしさが表出する商業地

の魅力づくりを図ります。 

・ 水道山・桐生が岡拠点については、遊園地、

動物園などの公園施設の機能充実と更新を

図るとともに、大川美術館、美和神社、西

宮神社などの文化的・歴史的施設と一体と

なって本市及び周辺都市の人々にも利用さ

れるレクリエーション拠点づくりを図りま

す。また、整備にあたっては、散策路、案

内板、サインなどの整備を図り、拠点内外

の各施設とのネットワーク化を図ります。 

・ 渡良瀬川拠点については、河川空間の有効

活用により近隣・地区レベルのレクリエー

ション需要に対応した渡良瀬川河川敷の利

用を図ります。特に、本地域の渡良瀬川河

川敷については都市に残った自然空間を活

かした自然ゾーンとしての利用を図ります。 

⑥緑の環境の⽅針 
・ レクリエーション拠点へアクセスする都市

計画道路山手線、赤岩線などを緑のネット

ワークとして位置付け、市街地の緑化を推

進します。 

⑦住宅・住環境の⽅針 
・ 商業地や商住複合地においては商業施設の

整備にあわせ建物の共同化を図る中で上層

階などに都市型住宅及び高齢者に配慮され

た住宅の供給を誘導します。 

・ 宮前町や小曾根町などの密集市街地での敷

地の共同化や細街路の拡幅などを促進しま

す。 

⑧都市防災の⽅針 
・ 地域北西部の山地では保水機能を有する樹

林の育成・保全を図ります。 

・ 土砂災害特別警戒区域などの指定があり、

土砂災害の恐れのある箇所については、避

難のための周知啓発や危険な位置にある家

屋の安全な地域への居住誘導を図ります。 

・ 末広町通りなどについては建物の不燃化を

さらに促進し、延焼遮断帯の形成・強化を

図ります。 

・ 消防活動困難地区が見られるため、幹線道

路や主な生活道路の整備により、これらの

地区の主要な道路網の改善を図ります。 

・ ゆとりのある歩行者空間の整備・充実など

により、災害時に避難しやすい環境の整備

を図ります。 

⑨市街地開発事業の⽅針 
・ 末広町通り沿道周辺の商業地については、

これまでに蓄積された基盤施設整備の成果

を活かしながら、敷地の入れ替えや共同化

（市街地再開発事業、優良建築物等整備促

進事業など）を推進し、土地の高度利用、

都市型住宅の供給を誘導します。 



 

 

- 72 - 

・ 宮前町や宮本町などの生活道路の整備や密

集環境の改善、防災性の向上を図るため、

面的整備事業（土地区画整理事業など）を

推進します。 
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Ⅱ 地域別構想 
図2-3 中央⻄地域まちづくり⽅針図 
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3-3 中央南地域 

 

(1)地域の特性及び課題 
本地域は、中心市街地の発展に伴い、桐生駅南

側に形成されてきた市街地で、市役所、市民文化

会館などの行政・文化施設が集積し、本市の行政・

文化の中心地を形成する地域となっています。 

以上のような特性及び全体構想における位置付

けを踏まえると、本地域のまちづくりにおいては、

以下のような課題があげられます。 

○地域間ならびに市外との連絡強化 

○居住人口の回復 

○都市基盤などのストックの有効利用 

○錦町通り沿道などの土地の有効利用 

○商店街の活性化 

○市役所を中心とした公共公益施設地区の市街 

地環境の向上 

○住・商・工混在地の土地利用の再編整備 

○渡良瀬川河川敷の有効活用 

○建物密集地区の改善・整備 

 

(2)地域の役割と地域づくりの⽬標 
本地域は、中央東地域や中央西地域と一体とな

り本市及び周辺都市の教育、文化、商業・業務機

能の中枢を担っており、次のように地域の将来像

を定めます。 

多くの⼈々が集い、憩い、新しい⽂化の
感じられるシビックゾーンを中⼼とし
て、産業と⽣活環境が調和するまち

地域の将来像を実現するため、次の４つの地域

づくりの目標を基本として、諸施策を推進します。 

○ 多くの⼈々が訪れる、快適なシビックゾーン
（⾏政・⽂化中⼼地区）の形成 

市役所、市民文化会館などの行政・文化の中

心となる施設が集積し、あわせて周辺のまち並

みも整備されつつあり、今後も、本市の行政・

文化の中心地としてふさわしい都市整備を進

めます。 

○ 密集市街地の改善等による定住⼈⼝の確保 
市街地再開発事業などによる密集市街地の

改善を進め、地区内の住環境向上を図りつつ、

商業地域などへ都市型住宅などを導入し、定住

人口の確保に努めます。 

○ 地域東側の住⼯複合地における適切な住み
分けの誘導 
本地域東側一帯の住工複合地については、工

場の操業環境などへの配慮を進めながら、生産

環境と生活環境の適切な住み分けを誘導し、生

活環境の向上を図り、住工の調和した市街地の

形成を進めます。 

○ 潤いのある市街地環境の形成 
本市の水と緑の軸として位置付けられる渡

良瀬川の水辺空間の機能充実や新川の水辺の

再生を図り、中心市街地における潤いのある市

街地環境の形成を推進します。 

 

(3)地域のまちづくり⽅針 
①⼟地利⽤の⽅針 

・都市計画道路本町線沿道及び中通り大橋線

沿道を商住複合地として位置付けます。 

・織姫町、清瀬町など、住宅中心の土地利用

形成がなされている地域を一般住宅地とし

て位置付けます。 

・地域東側の住宅と工場が混在する地域を住

工複合地として位置付けます。 

②道路・交通の⽅針 
・国道50号及び北関東自動車道太田藪塚ICと

アクセスする都市計画道路中通り大橋線を

環境に配慮し、整備を推進します。 

・中心市街地への通過交通の流入を低減し、

都市活動を高める内環状道路となる都市計

画道路錦琴平線の整備を推進します。 

・都市計画道路錦琴平線の整備とあわせ、老

朽化の進んだ昭和橋の架け替えによる利便

性・安全性の向上と、渡良瀬川右岸との連

絡性強化のため、都市計画道路昭和橋線の

整備を推進します。 
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Ⅱ 地域別構想 
・高齢者、障害者に配慮された無理なく歩け

る歩行空間のネットワーク化を進めます。 

③公園・緑地の⽅針 
・公園利用不便地域解消に向け市街地開発事

業により、身近な公園の整備を促進します。 

・渡良瀬川の河川緑地を活用し、レクリエー

ションの場、憩いの場として整備を促進し、

住区基幹公園及び運動公園の機能の補完を

図ります。 

・桐生川は緑地として整備を促進します。 

・新川は、新川公園や桐生川の緑地など、沿

道の施設を有機的に結ぶとともに、水辺の

再生や休憩施設の充実などを含めた潤いと

安らぎある空間として、多目的な活用を図

り、整備を促進します。 

④下⽔道の⽅針 
・本地域は合流式下水道として整備が完了し

ていますが、老朽化してきた管渠施設につ

いては、延命対策の実施に努めます。 

⑤拠点環境整備の⽅針 
・シビックゾーンとして位置付けられる市役

所周辺については、市役所、文化施設、医

療施設など、公共公益施設が集積し、多く

の市民が訪れるゾーンとして、建物周辺や

通りの環境整備を促進し、快適な市民サー

ビスゾーンの形成を図ります。 

・渡良瀬川拠点については、河川空間の有効

活用により近隣・地区レベルのレクリエー

ション需要に対応した渡良瀬川河川敷の利

用を図ります。特に、本地域の渡良瀬川河

川敷は、都市計画道路中通り大橋線上流を

既存のオープンスペースなどを利用したス

ポーツゾーン、中通り大橋線から昭和橋に

かけてをプレイゾーンとして利用を図りま

す。 

⑥緑の環境の⽅針 
・渡良瀬川及び桐生川を水の軸とし、主な公

園・緑地を緑道などによりネットワーク化、

市街地の緑化を推進します。 

⑦住宅・住環境の⽅針 
・商業地や商住複合地においては商業施設の

整備にあわせ、建物の共同化を図る中で上

層階などに都市型住宅及び高齢者に配慮さ

れた住宅の供給を誘導します。 

・地域東側の住工複合地については、新築や

建替えの際のルールづくりを進め、住環境

整備を促進します。 

・浜松町や新宿などの密集市街地では敷地の

共同化や細街路の拡幅などを図ります。 

⑧都市防災の⽅針 
・本町通りなどについては、建物の不燃化を

さらに促進し、延焼遮断帯の形成・強化を

図ります。 

・消防活動困難地区が見られるため、幹線道

路や主な生活道路の整備により、これらの

地区の主要な道路網の改善を図ります。 

・災害時に避難しやすい、ゆとりのある歩行

者空間の整備などにより、安全性の向上を

図ります。 

⑨市街地開発事業の⽅針 
・本町通り沿道周辺の商業地については、こ

れまで蓄積された基盤施設整備の成果を活

かしながら、敷地の入れ替えや共同化（市

街地再開発事業、優良建築物等整備促進事

業など）を推進し、土地の高度利用、都市

型住宅の供給を誘導します。 

・浜松町や新宿などの生活道路の整備や密集

環境の改善、防災性の向上を図るため、面

的整備事業（土地区画整理事業など）を推

進します。 
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図2-4 中央南地域まちづくり⽅針図
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Ⅱ 地域別構想 
3-4 境野地域 

 

(1)地域の特性及び課題 
本地域は、旧国道50号（主要地方道桐生岩舟線）

沿いに市街化が進展した地域で、家内工業の繊維

産業の集積が高く、また、近年においては機械産

業が盛んとなっており、本市の生産拠点として位

置付けられる地域となっています。 

以上のような特性及び全体構想における位置付

けを踏まえると、本地域のまちづくりにおいては、

以下のような課題があげられます。 

○地域間ならびに市外との連絡強化 

○居住人口の維持・回復 

○地域・地区レベルの道路網の改善・整備 

○住工混在の土地利用の再編整備 

○渡良瀬川河川敷の有効活用 

○公園利用不便地区解消の促進 

 

(2)地域の役割と地域づくりの⽬標 
本地域は、中小企業を中心に本市の産業を支え

る役割を担っており、地域の将来像を次のように

定めます。 

豊かな⽔辺に育まれる、住み・働き・憩う、
潤いのあるまち 

地域の将来像を実現するため、次の２つの地域

づくりの目標を基本として、諸施策を推進します。 

○ 道路交通網の整備を中⼼とした⽣産活動を
⽀援する都市基盤の整備 
中小企業を中心に産業活動が盛んな地域で

すが、都市基盤整備が遅れており、今後、都市

機能の充実を図り、本市の生産拠点としてふさ

わしい基盤整備を進めます。 

特に、道路交通網の整備が不足しており、幹

線道路の整備を進め、菱方面や市外（足利市）

との連絡の強化を図ります。 

○ 地区条件に応じた⽣産環境と住環境の住み
分けの誘導 
生産拠点としての環境の保全に配慮しつつ、

境野長寿センターなどの施設の立地を活かし、

地区条件に応じた生産環境と住環境の住み分

けを誘導します。 

 

(3)地域のまちづくり⽅針 
①⼟地利⽤の⽅針 

・境野町二丁目内の主要地方道桐生岩舟線沿

道を商住複合地として位置付けます。 

・境野町三・四丁目など、住宅中心の土地利

用形成がなされている地域を一般住宅地と

して位置付けます。 

・境野町六・七丁目など、住宅と工場が混在

する地域を住工複合地として位置付けます。 

・生産環境としてまとまりのある境野工業団

地を工業地として位置付けます。 

②道路・交通の⽅針 
・都市計画道路錦琴平線の整備とあわせ、老

朽化の進んだ昭和橋の架け替えによる利便

性・安全性の向上と、渡良瀬川右岸との連

絡性強化のため、都市計画道路昭和橋線及

び小友線の整備を推進します。 

・本市と足利市を結ぶ都市間幹線道路として

位置付けられる都市計画道路昭和通り線及

び小友線の整備を推進します。 

・都市計画道路松原橋線の延伸道路を足利市

と連絡する新たな都市計画道路としての位

置付けの検討を進めます。 

・都市計画道路新宿南線を延伸し、足利市と

連絡する新たな都市計画道路を位置付け、

整備を推進します。 

・幹線道路の整備においては、高齢者・障害

者に配慮された安全な歩行者空間の確保に

努めます。 

③公園・緑地の⽅針 
・公園利用不便地域解消に向け面的基盤整備

により、身近な公園の整備を促進します。 

・渡良瀬川の河川緑地を活用し、住区基幹公

園の機能の補完を図ります。 
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・桐生川は緑地として保全を図ります。 

④下⽔道の⽅針 
・本地域は整備完了地域ですが、老朽化して

きた境野水処理センターの再構築を、放流

水の高度処理の導入とともに検討を進めま

す。 

⑤拠点環境整備の⽅針 
・渡良瀬川拠点については、河川空間の有効

活用により近隣・地区レベルのレクリエー

ション需要に対応した渡良瀬川河川敷の利

用を図ります。特に、本地域の渡良瀬川河

川敷は、都市部に残った自然空間を活かし

た自然エリア・自然ふれあいエリアとして

環境整備を進めます。 

・桐生川スポット拠点（下流部）については、

河川沿いの歩行者ネットワークの整備、親

水スポットの整備を図り、市民が日常的に

水に親しむ空間としての魅力づくりを進め

ます。 

⑥緑の環境の⽅針 
・桐生川沿いの堤防及び渡良瀬川沿いの堤防

を緑のネットワークとして位置付けます。 

⑦住宅・住環境の⽅針 
・境野町二・三・六・七丁目などの住工複合

地では、新築や建替えの際のルールづくり

の検討を進めながら、住宅と産業が共存す

る環境整備を推進します。 

・住宅系の開発については、桐生市立地適正

化計画に基づき居住誘導区域へ誘導を図り

ます。 

⑧都市防災の⽅針 
・境野町六・七丁目などに消防活動困難地区

が見られるため、幹線道路や主な生活道路

の整備により、これらの地区の改善を図り

ます。 

⑨市街地開発事業の⽅針 
・本地域では、面的な基盤整備が行われない

まま市街地が形成され、消防車などの緊急

用車輌の通行に支障がある幅員４ｍ未満の

細街路が多く、防災上、住環境上の問題を

抱えているため、土地区画整理事業などに

より市街地環境の整備・改善を進めます。 
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Ⅱ 地域別構想 
図2-5 境野地域まちづくり⽅針図 
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3-5 広沢地域 

 

(1)地域の特性 
本地域は、首都圏に直結する東武鉄道や国道50

号など広域的な交通機能を有する本市のもう一つ

の玄関口として位置付けられるとともに、桐生市

南公園や重要文化財などの豊かな地域資源に恵ま

れるほか、国道50号沿いに商工業の活動が見られ

る地域となっています。 

以上のような特性及び全体構想における位置付

けを踏まえると、本地域のまちづくりにおいては、

以下のような課題があげられます。 

○地域間の連絡強化 

○地域中心核の育成 

○居住人口の維持・確保 

○地域、地区レベルの道路網の改善・整備 

○住工混在の土地利用の再編整備 

○農住混在地の土地利用の適正化 

○新桐生駅周辺の都市基盤の強化 

○広域幹線道路沿道での適切な機能誘導 

○文化・レクリエーション資源の有効活用 

 

(2)地域の役割と地域づくりの⽬標 
本地域は、本市のもう一つの玄関口として位置

付けられ、広域交通体系の優位性を活かした住居、

産業、沿道型商業地としての役割を担っており、

地域の将来像を次のように定めます。 

東京都⼼と直結するもう⼀つの魅⼒ある
⽞関⼝と、歴史・⾃然環境を活かしたレ
クリエーション拠点のある、活気のある
まち 
地域の将来像を実現するため、次の５つの地域

づくりの目標を基本として、諸施策を推進します。 

 

○ 北関東⾃動⾞道と連絡する広域アクセス道
路の整備を図り、都⼼核と適切な役割分担が
なされた都市機能の整備 

首都圏に直結する東武鉄道や国道50号など

の広域交通体系や北関東自動車道の整備など

の広域交通体系の優位性を活かし、今後都心核

と適切な役割分担を図り、都心核の都市機能を

補完する都市機能の整備を進めます。 

○ ⼟地区画整理事業などによる新桐⽣駅周辺
における都市基盤整備の推進 

新桐生駅周辺は、都心核を補完するとともに

右岸側の中心的な拠点としてふさわしい整備

を進めます。東口駅前広場が整備中であり、利

便性の向上と良好な景観形成を図ります。また

西口駅前広場については、新桐生駅西側地域の

アクセス性向上と周辺土地利用の活性化と高

度利用を見据えた整備により、一層の利便性向

上を図ります。 

また、首都圏から直結する玄関口として重要

な役割を担っていることから、東口駅前広場の

整備に合わせて駅構内のエレベーター設置に

ついて群馬県・東武鉄道と取り組みます。 

○ 国道50号沿道における沿道サービス型の商
業地の誘導 
国道50号沿道には大型商業施設の立地が多

くみられますが、今後も広域交通の立地性を活

かし、沿道サービス型店舗などの立地を誘導し

ます。 

○ 既存の⽣産環境（流通業務など）の保護、育
成 
生産環境が形成されている地区では、今後周

辺環境に配慮しつつ、生産環境の保護及び広域

幹線道路の立地性を活かした生産拠点を担う

生産環境の育成に努めます。 

○ 渡良瀬川や広沢丘陵の地域資源を活かした
余暇活動の場の充実 
渡良瀬川や広沢丘陵などは、今後広域幹線道

路の立地性を活かし、本市とその周辺都市にお

ける余暇活動の場としての整備を図ります。 
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Ⅱ 地域別構想 
(3)地域のまちづくり⽅針 

①⼟地利⽤の⽅針 
・国道50号沿道を沿道型商業地として位置付

けます。なお、都市計画道路中通り大橋線

沿道についてもその整備の進捗状況にあわ

せ、沿道型商業地として位置付けを図って

いきます。 

・錦桜橋から新桐生駅間の主要地方道桐生伊

勢崎線沿道を商住複合地として位置付けま

す。 

・広沢町一・二丁目など、住宅中心の土地利

用形成がなされている地域を一般住宅地と

して位置付けます。 

・間ノ島団地を中高層住宅地として位置付け

ます。 

・岡の上団地の良好な住宅団地及び広沢町５

丁目の一部を低層住宅地として位置付けま

す。 

・広沢町五・六丁目など、住宅と工場が混在

する地域を住工複合地として位置付けます。 

・生産環境としてまとまりのある広沢町１丁

目の一部を工業地として位置付けます。 

・広沢丘陵については樹林の保全・育成に努

めるとともに、特殊公園などとして検討を

進めます。 

②道路・交通の⽅針 
・広域アクセス道路として位置付けられる都

市計画道路中通り大橋線の整備を推進しま

す。また、北関東自動車道太田藪塚ICまで

の延伸道路及び太田強戸スマートICまでの

延伸道路についても、整備の実現を目指し、

群馬県及び太田市とルート選定などの調整

を図り、要請してまいります。 

・幹線道路の整備においては、高齢者・障害

者に配慮された安全な歩行者空間の確保に

努めます。 

③公園・緑地の⽅針 
・公園利用不便地域解消に向け面的基盤整備

により、身近な公園の整備を促進します。 

・茶臼山地区を自然や歴史性を活かした特殊

公園として位置付けることを検討します。 

・渡良瀬川の河川緑地を活用し、住区基幹公

園の機能補完を図ります。 

・広沢丘陵の樹林地については地域性緑地や

都市林などとしての位置付けを検討し、都

市内の身近な自然として保全に努めます。 

④下⽔道の⽅針 
・今後も生活環境の向上を目指し、流域関連

公共下水道の整備を推進します。 

⑤拠点環境整備の⽅針 
・地域中心核として位置付けられる新桐生駅

周辺においては、都市基盤整備の促進とと

もに交通ターミナル機能を充実し、東京方

面と鉄道で直結するもう一つの玄関口とし

て拠点づくりを進めます。 

・渡良瀬川拠点においては、河川空間の有効

活用により近隣・地区レベルのレクリエー

ション需要に対応した渡良瀬川河川敷の利

用を図ります。特に、本地域の渡良瀬川河

川敷は、プレイゾーンとしての利用を図り

ます。 

・桐生市南公園拠点については、茶臼山のハ

イキングコース、案内板、サインの整備な

どを進め、自然環境に配慮した市民の身近

な憩いの場の形成を図ります。 

・彦部家住宅周辺拠点については、彦部家住

宅を中心とし、賀茂神社、椿森のツバキ群

などの貴重な歴史的資産とその周辺環境を

保全しつつ、広域的に人々が訪れやすい拠

点づくりを推進します。彦部家住宅と周辺

の歴史的場所などとの散策路によるネット

ワーク化、幹線道路などからのアプローチ

道路の明確化と駐車場の適切な配置を検討

し、優れたデザインの案内板、サインの設

置を図ります。 

⑥緑の環境の⽅針 
・渡良瀬川を水の軸とし彦部家周辺拠点や主

な公園・緑地のネットワーク化、市街地の

緑化を推進します。 

⑦住宅・住環境の⽅針 
・岡の上などの基盤施設が整った住宅地では

地元の意向などにより、住環境の保全・向

上のため、敷地規模や建物高さの制限など

の良好な住環境の保全を図るルールづくり



 

 

- 82 - 

を支援します。 

・広沢町五・六丁目などの住工混在地区での

新築や建替えの際の建物の建て方やオープ

ンスペースの取り方などのルールづくりの

検討を進め、住宅と産業が共存する環境整

備を推進します。 

・住宅系の開発については、桐生市立地適正

化計画に基づき居住誘導区域へ誘導を図り

ます。 

⑧都市防災の⽅針 
・消防活動困難地区が見られるため、幹線道

路や主な生活道路の整備により改善を図り

ます。 

・ 土砂災害特別警戒区域などの指定があり、

土砂災害の恐れのある箇所については、避

難のための周知啓発や危険な位置にある家

屋の安全な地域への居住誘導を図ります。 

⑨市街地開発事業の⽅針 
・新桐生駅周辺は地域中心核として位置付け

られますが、基盤整備が十分とは言えない

ため、土地区画整理事業などにより適切な

都市基盤施設や都市機能の充実を図ります。 

・広沢町五・六丁目などにおいては、消防車

などの緊急用車輌の通行に支障がある幅員

４ｍ未満の細街路が多く、防災上、住環境

上の問題を抱えているため、土地区画整理

事業などにより住環境の整備・改善を進め

ます。 

・広沢町三丁目などにおいては、農地や遊休

地が多いため居住誘導区域内において、土

地区画整理事業などにより良好な宅地の供

給を誘導します。 
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Ⅱ 地域別構想 
図2-6 広沢地域まちづくり⽅針図 
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3-6 相⽣地域 

 

(1)地域の特性及び課題 
本地域は、東武鉄道や国道122号などにより、広

域的なアクセス性に恵まれた地域となっています。

また、渡良瀬川右岸の平坦地で大規模な工業団地

が立地し、産業活動が盛んなだけではなく、運動

公園や市民広場などの余暇空間が整備され、また

桐生行政事務所や桐生地域保健所などの広域施設

の立地が見られるなど、多様な都市機能がバラン

ス良く集積する地域となっています。 

以上のような特性及び全体構想における位置付

けを踏まえると、本地域のまちづくりにおいては、

以下のような課題があげられます。 

○地域間ならびに市外との連絡強化 

○地域中心核の育成 

○居住人口の維持・確保 

○鉄道による市街地分断の改善 

○低・未利用地や小規模分散型農地の多い地区 

での、面的基盤整備の促進 

○都市基盤施設の向上 

○工業地の広域的アクセス条件の向上 

○一部の住工混在地での土地利用の再編・整備 

○レクリエーション資源の有効活用 

 

(2)地域の役割と地域づくりの⽬標 
本地域は広域交通網により連絡性の良い市街地

構造を持ち、生産環境、広域行政施設、良好な住

宅地、スポーツ施設などのバランスのとれた都市

機能が集積した本市の副次的な役割を担っており、

地域の将来像を次のように定めます。 

産業環境、良好な住宅地環境、豊かなレク
リエーション環境に恵まれた、躍動感が息
づくまち 

地域の将来像を実現するため、次の４つの地域

づくりの目標を基本として、諸施策を推進します。 

○ 都⼼核と適切な役割分担がなされた都市機
能の整備 
首都圏に直結する東武鉄道や国道122号など

の広域交通体系や広域施設の立地特性を活か

し、都心核と適切な役割分担を図り、都心核の

都市機能を補完し、あわせて広域行政の拠点と

して地域中心核を相老駅周辺に位置付け、都市

機能の整備を推進します。 

○ 幹線道路の慢性的な交通渋滞に対処する新
たな道路網の位置付け 
東武鉄道や国道122号などの広域交通体系に

恵まれ、連絡性の良い市街地構造を持っていま

すが、一方でそれらの交通網が錯綜し、幹線道

路の慢性的な交通渋滞が見られるため、新たな

道路網の位置付けを推進します。 

○ 都市的整備の進んでいない相⽣町三・四・五
丁⽬における⼟地区画整理事業などの推進 
相生町三・四・五丁目では錯綜する鉄道網に

よる市街地分断や地域内の主軸となる道路の

整備が進んでいないなど、市街地構造に問題が

見られるため、土地区画整理事業などの面的基

盤整備により、良好な宅地化の促進を図ります。 

○ 桐⽣市運動公園の拡充整備によるスポー
ツ・余暇活動の充実 
桐生市運動公園が立地し、既存の広域幹線道

路の利用や拡充整備により、本市のみならず周

辺都市における余暇活動の場としての整備を

図ります。 

 

(3)地域のまちづくりの⽅針 
①⼟地利⽤の⽅針 
・ 都市計画道路相生駅前線及び相生岩宿線沿

いを商住複合地として位置付けます。 

・ 相生町五丁目など、住宅中心の土地利用形

成がなされている地域を一般住宅地として

位置付けます。 

・ 渡良瀬団地や相生町四・五丁目の一部を専

用住宅地として位置付けます。 

・ 清水下の良好な住宅団地及び相生町二・五

丁目の一部を専用住宅地として位置付けま
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Ⅱ 地域別構想 
す。 

・相生町二・三・四丁目など、住宅と工場が

混在する地域を住工複合地として位置付け

ます。 

・生産環境としてまとまりのある相生工業団

地及び相老駅西側を工業地として位置付け

ます。 

・相生町二丁目などの住工混在地では、新築

や建替えの際のルールづくりを検討しなが

ら、住宅と産業が共存する環境整備を推進

します。 

②道路・交通の⽅針 
・広域アクセス道路として位置付けられる都

市計画道路桐生大橋線の整備について、桐

生市部分は整備が完了しましたが、笠懸桐

生大橋幹線など北関東自動車道太田藪塚Ｉ

Cまでの延伸道路についても、関係機関へ整

備を要請してまいります。 

・幹線道路の整備においては、高齢者・障害

者に配慮された安全な歩行者空間の確保に

努めます。 

・バス網の検討を図り、公共交通サービスの

向上に努めます。 

③公園・緑地の⽅針 
・公園利用不便地域解消に向け面的基盤整備

により、身近な公園の整備を促進します。 

・桐生市運動公園についてはスポーツ施設な

どの充実や環境整備を促進し、機能・規模

の拡充を図ります。 

・蕪町緑地保全地区では、カタクリの里とし

て原生地の保全を図ります。 

④下⽔道の⽅針 
・今後も生活環境の向上を目指し、流域関連

公共下水道の整備を推進します。 

⑤拠点環境整備の⽅針 
・地域中心核として位置付けられる相老駅周

辺においては、都市基盤整備の促進、交通

ターミナル機能の充実を図り、広域圏を視

野に入れた拠点として整備を推進します。 

・桐生市運動公園拠点においては、総合運動

公園としての公園環境の整備と運動施設の

水準向上を図ります。 

⑥緑の環境の⽅針 
・渡良瀬川を水の軸とし、桐生市運動公園拠

点や主な公園・緑地のネットワーク化、市

街地の緑化を推進します。。 

⑦住宅・住環境の⽅針 
・相生町五丁目団地や清水下などの基盤施設

が整った住宅地では、地元の意向などによ

り、住環境保全・向上のため、敷地規模や

建物高さの制限などの良好な住環境の保全

を図るルールづくりを支援します。 

・公共住宅団地は、現在の住環境を維持しつ

つ老朽化の程度に応じ改善を図ります。 

・相生町五丁目などの宅地化が予想される農

地や遊休地を、土地区画整理事業などの面

的基盤整備により、良好な宅地化の促進を

図ります。 

・住宅系の開発については、桐生市立地適正

化計画に基づき居住誘導区域へ誘導を図り

ます。 

⑧都市防災の⽅針 
・土砂災害特別警戒区域などの指定があり、

土砂災害の恐れのある箇所については、避

難のための周知啓発や危険な位置にある家

屋の安全な地域への居住誘導を図ります。 

・消防活動困難地区が見られるため、幹線道

路や主な生活道路の整備により改善を図り

ます。 

⑨市街地開発事業の⽅針 
・相老駅周辺については都心核の発展を補完

し、本市の副次的な役割を担う拠点として、

周辺を含めた都市基盤整備の促進、交通タ

ーミナル機能の充実などを図るため、土地

区画整理事業などにより広域的機能を考慮

した都市基盤施設や都市機能の充実を図り

ます。 

・相生町三・四・五丁目などでは、面的な基

盤整備が行われないまま市街地が形成され

てきており、防災上、住環境上の問題を抱

えているため、土地区画整理事業などによ

り居住環境の整備・改善を進めます。 

・相生町五丁目などには、まとまった農地や

遊休地が多く残されており、市全体の定住
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人口の維持・回復を勘案する中で、複雑に

入り組んだ行政界の整理をみどり市と協議

し、土地区画整理事業などにより住環境の

整備を推進します。 
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Ⅱ 地域別構想 
図2-7 相⽣地域まちづくり⽅針図 
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3-7 川内地域 

 

(1)地域の特性及び課題 
本地域は、渡良瀬川に注ぐ山田川などの小河川

沿いに古くから織物産業とともに市街地が展開し、

豊かな自然に恵まれた、生産環境と生活環境が調

和した良好な住環境を形成する地域となっていま

す。 

以上のような特性及び全体構想における位置付

けを踏まえると、本地域のまちづくりにおいては、

以下のような課題があげられます。 

○地域間ならびに市外との連絡強化 

○居住人口の維持・確保 

○都市基盤施設の向上 

○住工が混在する市街地の環境調和 

○自然的、歴史的資源の有効活用 

 

(2)地域の役割と地域づくりの⽬標 
本地域は、織物を中心とした生産環境を保全し

つつ、本市の豊かな自然環境を活かした住宅地と

しての役割を担っており、次のように地域の将来

像を定めます。 

⽣産環境と⽣活環境が調和した、歴史・
⾃然に恵まれた、織物の⾥のまち

地域の将来像を実現するため、次の４つの地域

づくりの目標を基本として、諸施策を推進します。 

○ 市街化農地の活⽤などによる新たな住宅地
の整備推進 
市街化農地の活用や下水道整備などの都市基

盤整備を進め、良好な居住環境を有する住宅地の

整備を推進します。 

○ 中央地域や相⽣地域との連絡強化 
中央地域や相生地域へ連絡する道路が限られ

ているため、良好な道路網の形成による連絡性の

強化を図ります。 

○ 住⼯複合地の住み分け誘導による良好な住
環境の整備推進 
古くからの織物産業の発展による住工複合地

が形成されており、これらの生産環境保全ととも

に、住工複合地の住み分けを誘導し、良好な住環

境の形成に努めます。 

○ ⼭⽥川や⾃然観察の森などの豊かな⾃然環
境の活⽤ 
山田川や自然観察の森などの豊かな自然環境

を活用し、本市の余暇活動の場としての整備を図

ります。 

 

(3)地域のまちづくり⽅針 
①⼟地利⽤の⽅針 

・相川橋から川内小学校にかけての道路沿道

を商住複合地として位置付けます。 

・川内町三丁目など、住宅中心の土地利用形

成がなされている地域を一般住宅地として

位置付けます。 

・川内町五丁目団地及び鷹ノ巣団地を専用住

宅地として位置付けます。 

・川内町五丁目の一部を専用住宅地として位

置付けます。 

・住宅と工場が混在する地域を住工複合地と

して位置付けます。 

・山地・丘陵の樹林は林業などに配慮しつつ

保全・育成し、市民のレクリエーションや

憩いの場としての利用を図ります。 

②道路・交通の⽅針 
・川内小学校から相川橋を通り、相生地域へ

連絡する道路を新たな都市計画道路として

位置付け、整備を推進します。 

・県道川内堤線及び駒形大間々線を新たな都

市計画道路として位置付け、整備を推進し

ます。 

・幹線道路の整備においては、高齢者・障害

者に配慮された安全な歩行者空間の確保に

努めます。 
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Ⅱ 地域別構想 
③公園・緑地の⽅針 

・自然観察の森地区を、自然を活かした特殊

公園としての検討を図ります。 

・市街地周辺の樹林地については、地域性緑

地や都市林などとしての位置付けを検討し、

身近な自然として保全します。 

④下⽔道の⽅針 
・今後も生活環境の向上を目指し、流域関連

公共下水道整備を図ります。 

⑤拠点環境整備の⽅針 
・自然観察の森拠点は、小倉地区の文化財の

ある社寺などや周辺の自然と一体となった、

自然と歴史に親しむ余暇活動の場の形成を

図ります。 

⑥緑の環境の⽅針 
・渡良瀬川や山田川を水の軸とし自然観察の

森拠点や主な公園のネットワーク化を図り、

市街地の緑化を推進します。 

⑦住宅・住環境の⽅針 
・鷹ノ巣団地などの基盤施設が整った住宅地

では地元の意向などにより、住環境の保

全・向上のため、敷地規模や建物高さの制

限などの良好な環境の保全を図るルールづ

くりを支援します。 

・公共住宅団地は現在の住環境を維持しつつ

老朽化の程度に応じ改善を図ります。 

・川内町一・三・四丁目などの住工複合地で

は、新築や建替えの際のルールづくりを検

討しながら、住宅と産業が共存する環境整

備を推進します。 

・住宅系の開発については、桐生市立地適正

化計画に基づき居住誘導区域へ誘導を図り

ます。 

⑧都市防災の⽅針 
・保水機能を有する山地の樹林の育成・保全

を図ります。 

・ 土砂災害特別警戒区域などの指定があり、

土砂災害の恐れのある箇所については、避

難のための周知啓発や危険な位置にある家

屋の安全な地域への居住誘導を図ります。 

・消防活動困難地区が見られるため、幹線道

路や主な生活道路の整備により、改善を図

ります。 
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図2-8 川内地域まちづくり⽅針図 
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Ⅱ 地域別構想 
3-8 梅⽥地域 

 

(1)地域の特性及び課題 
本地域は桐生川上流部にあり、桐生川沿いに市

街地が形成されています。また、山や川などの豊

かな自然に恵まれ、近年においては梅田湖周辺に

桐生市青少年野外活動センターなどが立地し、本

市の余暇活動の中心地が形成されています。 

以上のような特性及び全体構想における位置付

けを踏まえると、本地域のまちづくりにおいては、

以下のような課題があげられます。 

○中心市街地との連絡の強化 

○自然環境の保全と適切な活用 

○自然的レクリエーション機能の充実 

○主要な地域中心機能の確保 

 

(2)地域の役割と地域づくりの⽬標 
本地域は、自然と調和した良好な居住環境を保

全しつつ、梅田湖などを活かした本市のリゾート

機能の役割を担う地域として、次のように地域の

将来像を定めます。 

豊かな⾃然環境と歴史に育まれた⽂
化・レクリエーション・交流のまち

地域の将来像を実現するために、次の４つの地

域づくりの目標を基本として、諸施策を推進しま

す。 

○ 地域における空き家の利⽤（別荘）及び⼯房
などの誘致による観光・リゾート機能の整備 
主要地方道桐生田沼線沿道への工房などの

誘致、県道上藤生大州線沿道の空き家の利用

（別荘）により観光・リゾート機能の整備を図

ります。 

○ 梅⽥湖などの豊かな⾃然を活⽤した⾃然体
験型レクリエーション機能の拡充 

梅田湖周辺に桐生市青少年野外活動センタ

ーなどが立地し、市内外から多くの人々が訪れ

る本市及び周辺都市における余暇活動の中心

地が形成されているため、自然体験型レクリエ

ーション機能の拡充を図ります。 

○ ⾃然環境（⽔質保全）の維持のための市街化
調整区域内における⼩規模汚⽔処理施設の
検討 
観光要素としても見込まれる豊かな自然環

境の維持のため、市街化調整区域内においても

小規模汚水処理施設整備の検討を進めます。 

○ 新たな住宅地の供給及び良好な住環境の整
備 
古くから河川沿いの平坦地に市街地が展開

し、自然に囲まれた良好な住環境を形成してお

り、今後もこれらの住環境の維持を図るととも

に、新たな住宅地の供給を図ります。 

 

(3)地域のまちづくり⽅針 
①⼟地利⽤の⽅針 
・ 河川沿いの平坦地のうち、住宅中心の土地

利用形成がなされている地域を一般住宅地

として位置付けます。 

・山地・丘陵地は保全、樹林の育成に努め、

必要に応じ地域制緑地の指定などを検討し

ます。 

②道路・交通の⽅針 
・本地域と中心市街地を連絡する主要地方道

桐生田沼線を都市内幹線道路となる新たな

都市計画道路として位置付け、整備を推進

します。 

・県道上藤生大州線の拡幅整備を関係機関に

働きかけ、促進します。 

・レクリエーション拠点となる梅田湖周辺へ

の休日におけるバスの増発などの公共交通

サービスの向上について検討を図り、拠点

地区としての交通環境の向上に努めます。 

・幹線道路の整備においては、高齢者・障害

者に配慮された安全な歩行者空間の確保に

努めます。 
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③公園・緑地の⽅針 
・柄杓山地区及び皆沢地区を本市の自然や歴

史性を活かした風致公園などの新たな整備

を進める特殊公園として位置付けることを

検討します。 

・梅田台緑地は梅田湖周辺の環境整備の一環

として整備を推進します。 

・桐生川は緑地として保全を図ります。 

・市街地周辺の樹林地については、地域性緑

地や都市林などとしての位置付けを検討し、

身近な自然として保全します。 

④下⽔道の⽅針 
・今後も生活環境向上のため普及率100％を

目指し、事業を推進します。 

⑤拠点環境整備の⽅針 
・梅田湖拠点については、カヌー、釣りなど

の水面の活用や湖畔周辺を活用したレクリ

エーション機能や工房などの体験型施設の

導入を図るとともに、休日の連絡バスなど

の公共交通の利便性向上により、自然型の

広域的レクリエーション拠点づくりを進め

ます。 

・桐生川スポット拠点（上流部・源流部）に

ついては、河川沿いの歩行者ネットワーク

の整備、親水スポットの整備を図り、市民

が日常的に水に親しむ空間としての魅力づ

くりを進めます。なお、上流部、源流部で

は、治水上支障がない範囲で改修は最小限

に止め、河道内は自然形態をできるだけ残

す整備を図るように関係機関に働きかけま

す。 

・柄杓山周辺拠点については、周辺の梅原館

跡、日枝神社、西方寺などの歴史的資産や、

文化的施設などを保全・活用しつつ、環境

整備を促進し、歴史的風土を醸しだす、歴

史・文化ゾーンづくりを図ります。 

⑥緑の環境の⽅針 
・桐生川を水の軸とし柄杓山周辺拠点や主な

公園とのネットワーク化を図り、市街地の

緑化を推進します。 

⑦住宅・住環境の⽅針 
・ 宅地化が予想される農地や遊休地について

は、営農環境の確保に配慮しながら、集落

の維持・保全を図ります。 

・ 住宅系の開発については、桐生市立地適正

化計画に基づき居住誘導区域へ誘導を図り

ます。 

⑧都市防災の⽅針 
・ 保水機能を有する山地の樹林の育成・保全

を図ります。 

・ 土砂災害特別警戒区域などの指定があり、

土砂災害の恐れのある箇所については、避

難のための周知啓発や危険な位置にある家

屋の安全な地域への居住誘導を図ります。 
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Ⅱ 地域別構想 
図2-9 梅⽥地域まちづくり⽅針図 
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3-9 菱地域 

 

(1)地域の特性及び課題 
本地域は、桐生川沿いに古くから市街地が展開

し、歴史的資産や自然などの豊かな地域資源に恵

まれるほか、丘陵地には住宅団地が開発され、古

くからの市街地と若い世代が集う、自然に育まれ

た良好な住環境を形成する地域となっています。 

以上のような特性及び全体構想における位置付

けを踏まえると、本地域のまちづくりにおいては、

以下のような課題があげられます。 

○地域間ならびに地域内との連絡強化 

○自然環境の適切な保全 

○良好な住環境の保全 

○老朽化した公共住宅団地の建替え促進 

 

(2)地域の役割と地域づくりの⽬標 
本地域は、古くからの市街地と新たな住宅地と

の調和を図り、本市の住宅地としての役割を担う

地域として、次のように地域の将来像を定めます。 

豊かな⾃然環境と歴史に育まれ、新たな
住宅地が調和・融合する洗練されたふれ
あいのまち 

地域の将来像を実現するため、次の３つの地域

づくりの目標を基本として、諸施策を推進します。 

○ 内環状道路の整備などによる良好な住環境
の形成 

内環状道路などの都市基盤整備を進め、良

好な住環境の形成に努めます。 

○ ⾃然環境と調和した新たな住宅供給の誘導 
河川沿いの平坦地や県道小俣桐生線沿いに

市街地が展開するとともに、近年では丘陵地へ

の宅地開発も行われています。今後も周辺の自

然環境に配慮しつつ、これらの住環境の維持を

図ります。 

○ ホタルの⾥などの豊かな⾃然環境の保全 
都市基盤整備を進めるとともに、ホタルの里

などの豊かな自然環境の保全を図ります。 

 

(3)地域のまちづくり⽅針 
①⼟地利⽤の⽅針 

・菱町一・二丁目など、住宅中心の土地利用

形成がなされている地域を一般住宅地とし

て位置付けます。 

・城の岡団地の中高層住宅を中心に土地利用

形成がなされている住宅地を中高層住宅地

として位置付けます。 

・桐陽台団地や城の岡団地の良好な住宅団地

を専用住宅地として位置付けます。 

・住宅と工場が混在する地域について、住工

複合地として位置付けます。 

・山地・丘陵地は保全、樹林の育成に努め、

必要に応じ地域制緑地の指定などを検討し

ます。 

②道路・交通の⽅針 
・中心市街地及び境野地域に連絡し、地域内

の都市交通を円滑に処理する内環状道路の

整備を推進します。 

・都市内幹線道路として位置付けられ、内環

状道路と接続し、境野地域や足利市と連絡

する新設路線の整備を推進します。 

・ 幹線道路の整備においては、高齢者・障害

者に配慮された安全な歩行者空間の確保に

努めます。 

③公園・緑地の⽅針 
・浅間山地区は、総合公園としての整備の検

討を進めます。 

・桐生川は緑地としての保全を図ります。 

・丘陵地に見られる樹林地は地域性緑地や都

市林などとして検討を図り、都市内の身近

な自然として保全します。 

④下⽔道の⽅針 
・今後も生活環境向上のため普及率100％を

目指し、事業を推進します。 
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Ⅱ 地域別構想 
⑤拠点環境整備の⽅針 

・桐生川スポット拠点は、河川沿いの歩行者

ネットワーク、親水スポットの整備を図り、

市民が日常的に水に親しむ空間としての魅

力づくりを進めます。なお、桐生川上流部

では、治水上支障がない範囲で改修は最小

限に止め、河道内は自然形態をできるだけ

残す整備を図るように関係機関に働きかけ

ます。 

⑥緑の環境の⽅針 
・桐生川及び黒川を水の軸とし、ホタルの里

や主な公園・緑地を結ぶ水と緑のネットワ

ークの形成を図り、市街地の緑化を推進し

ます。 

⑦住宅・住環境の⽅針 
・桐陽台、城の岡などの基盤施設が整った住

宅地では、地元の意向などにより、住環境

保全・向上のため、敷地規模や建物高さの

制限などの良好な住環境の保全を図るルー

ルづくりを支援します。 

・菱町三丁目などの住宅と工場が混在する地

区では、新築や建替えの際のルールづくり

の検討を進め、住宅と産業が共存する住工

複合地の環境整備を推進します。 

・住宅系の開発については、桐生市立地適正

化計画に基づき居住誘導区域へ誘導を図り

ます。 

⑧都市防災の⽅針 
・保水機能を有する山地の樹林の育成・保全

を図ります。 

・土砂災害特別警戒区域などの指定があり、

土砂災害の恐れのある箇所については、避

難のための周知啓発や危険な位置にある家

屋の安全な地域への居住誘導を図ります。 

・消防活動困難地区がみられるため、幹線道

路や主な生活道路の整備により、これらの

地区の改善を図ります。 
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図2-10 菱地域まちづくり⽅針図 
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Ⅱ 地域別構想 
3-10 新⾥地域 

 

(1)地域の特性と課題 
本地域は養蚕や米麦など農業を中心として、主

に地域南部の平坦地に集落が形成されてきまし

た。 

昭和40年代には群馬用水土地改良事業が開始

され、昭和47年に農業振興地域に指定されるなど、

近代農業の活性化が図られるとともに、山上地区、

武井地区などに工業団地が整備されるなど、産業

の発展が見られます。また商業地は、主に主要地

方道前橋大間々桐生線沿道に、小規模商店等を中

心に分布しています。 

本地域は昭和49年に都市計画区域として指定

されていますが、区域区分の指定はなく、また用

途地域などによる土地利用規制もない地域です。 

桐生地域や近隣の前橋市などに近いベッドタ

ウンとしての土地利用が進められてきました。 

以上のような特性及び全体構想における位置

付けを踏まえると、本地域のまちづくりにおいて

は、以下のような課題があげられます。 

○地域間ならびに市外との連絡強化 

○居住人口の維持・確保 

○農地及び農業環境の適切な保全 

○自然環境の適切な保全 

○住工複合地での土地利用の再編・整備 

○工業地の広域的アクセス条件の向上 

○レクリエーション資源の有効活用 

 

(2)地域の役割と地域づくりの⽬標 
本地域は、農業を中心とした生産環境を確保し

つつ、豊かな自然環境を活かした住宅地としての

役割を担っており、次のように地域の将来像を定

めます。 

豊かな⾃然に恵まれ、⽣活環境と⽣産
環境が調和した、安らぎあるまち 

地域の将来像を実現するために、次の５つの地

域づくりの目標を基本として、諸施策を推進しま

す。 

○ 適正な⼟地利⽤の誘導による良好な住環境
の整備推進 
古くからの小規模な町工場の発展と、近年の

人口増加に伴う農地の蚕食的な宅地化により、

住工複合地が形成されているため、地域にあっ

た都市計画制度の活用などにより、生産環境に

配慮しながら、住工複合地の住み分けを誘導し、

良好な住環境の形成に努めます。 

○ 農地の保全と住環境の調和 
近年、人口の増加などを受け、農地が宅地化

され、また後継者の不足による耕作放棄地の増

加などが進んでいる状況ですが、今後も地域全

域に広がる豊かな農地の確保、遊休農地の解消、

農畜産業などの保全と活性化を推進するとと

もに、住環境の維持を図ります。 

○ 豊かに広がる⾃然環境の保全 
地域の北～中部に広がる森林や、地域に流れ

る鏑木川、早川、蕨沢川の清流など、豊かな自

然環境の適切な保全を図り、潤いあるまちの形

成に努めます。 

○ 計画的な⼯業団地の整備と企業誘致 
本地域は古くから農業を中心に発展し、現在

でも農業は主要な産業の１つとなっています

が、雇用の確保や産業の発展のため、工業地の

開発も必要となります。そのため、農林漁業と

の調和を図りながら、必要最低限の範囲で計画

的に工業団地の整備と企業誘致を図ります。 

○ 道路整備などによる、市内各地域との連絡強
化と、北関東⾃動⾞道へのアクセス性の向上 
市内各地域やみどり市、前橋市などとの連絡

強化を図るとともに、産業の活性化や地域住民

の利便性向上のため、北関東自動車道へのアク

セス性向上を図り、良好な道路網の形成を図り

ます。 
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(3)地域のまちづくり⽅針 
①⼟地利⽤の⽅針 
・ 本地域は土地利用規制がなく、土地利用の

混在化要因を抱えていることから、地域に

あった都市計画制度の活用により、良好な

住環境の形成を推進します。 

・ 主要地方道前橋大間々桐生線沿道の、新里

駅周辺及び新川駅周辺を商住複合地とし

て位置付けを図ります。 

・ 新川地区、山上地区、武井地区、板橋上赤

坂地区の工業団地や工場適地を工業地と

して位置付けを図るとともに、既存施設の

集約化を促進します。 

・ 地域全体に広がる農地は、農家等に配慮し

優良農地の保全を図ります。 

・ 山地・丘陵地は保全と樹林の育成に努め、

必要に応じて地域性緑地の指定などを検

討します。 

②道路・交通の⽅針 
・ 本地域と、本市中心部を含めた周辺都市と

の連絡強化のため、主要地方道前橋大間々

桐生線の拡幅整備を関係機関に働きかけ、

促進します。 

・ 都市計画道路は土地利用と併せて検討し

ます。また各地域間の一体化や安全な交通

の確保、産業・観光の振興などのため、幹

線道路網の配置を検討します。 

・ 新里・黒保根地域と伊勢崎ICを結び、地域

間の連携強化や産業や観光の振興などを

図る路線について検討します。 

・ 本地域内の各工業団地から北関東自動車

道へのアクセス性向上のための道路整備

を図り、産業の活性化を図ります。 

③公園・緑地の⽅針 
・ 山上城跡公園を地区公園として活用を図

るとともに、その周辺に広がる優良な風致

の保全のため、地域地区等の指定を検討し

ます。 

・ 雷電山周辺及び早川貯水池周辺の優良な

風致保全のため、風致地区の指定を検討し

ます。 

・ 人口が比較的集まっている地区において

街区設定を行い、位置の設定や公園の整備

について検討を進めます。 

・ サクラソウふれあい公園や、北部の鏑木川

上流にあるサクラソウ自生地については、

その環境を保全するとともに、観光資源と

しての活用を図ります。 

④下⽔道の⽅針 
・ 今後も生活環境の向上を目指し、流域関連

特定環境保全公共下水道の整備を図りま

す。 

⑤緑の環境の⽅針 
・ 北部から中部の山地に広がる森林につい

ては可能な限り保全します。 

・ 地域中・南部においては、のどかな田園風

景が広がっており、農業の保全・活性化と

併せ、この風致の維持を推進します。 

⑥住宅・住環境の⽅針 
・ 新川地区、山上地区、小林地区、武井地区

などの住工混在地では、新築や建替えの際

のルールづくりを検討しながら、住宅と産

業の住み分けによる良好な環境整備を図

ります。 

⑦都市防災の⽅針 
・ 土砂災害特別警戒区域などの指定があり、

土砂災害の恐れのある箇所については、避

難のための周知啓発や危険な位置にある家

屋の安全な地域への居住誘導を図ります。 
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Ⅱ 地域別構想 
図 2-11 新⾥地域まちづくり⽅針図 
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3-11 ⿊保根地域

 

(1)地域の特性と課題 
本地域は、林業や養蚕などの農業を中心として、

旧銅街道の宿場町を中心に集落が形成されてき

ました。 

本地域は、面積の約９割が森林を占め、またそ

のほとんどが未開発であるため、非常に自然環境

に恵まれています。 

近年では、農業については、かつての主要産業

であった養蚕が減少し、それに代わって畜産や耕

種型農業が営まれています。工業については、木

材などの製造業が主体となっています。 

現在、本地域では人口が減少の一途をたどって

おり、過疎化の進行が著しい状況です。 

以上のような特性及び全体構想における位置

づけを踏まえると、本地域のまちづくりにおいて

は、以下のような課題があげられます。 

○地域間の連絡強化 

○居住人口の回復 

○農地・山林及び農林業環境の適切な保全 

○自然環境の保全 

 

(2)地域の役割と地域づくりの⽬標 
本地域は、農林業を中心とした生産環境を確保

しつつ、豊かな自然環境を活かした住宅地の役割

を担っており、次のように地域の将来像を定めま

す。 

豊かな⾃然環境と静穏な⽣活環境に包ま
れた、⼈と⾃然が共存する⾥⼭のまち
地域の将来像を実現するために、次の２つの地

域づくりの目標を基本として、諸施策を推進しま

す。 

○農地・⼭林の保全と良好な住環境の確保 

地域の約９割を占める森林の保全はもとよ

り、水源地域としての良好な水質を維持・確保

するため、適切な維持・保全を推進します。こ

れにあわせ、現在の穏やかな里山環境を保全し、

良好な生活環境の確保に努めます。 

○道路や公共交通網の整備による市内各地域
との連絡強化 

本地域は国道122号や県道梨木上神梅停車場

線などにより、市内各地域と連絡されています

が、さらなる連絡性の強化のため、関係各機関

とも協議を進めながら、整備について検討を行

います。 

 

(3)地域のまちづくり⽅針 
①⼟地利⽤の⽅針 
・ 本地域は都市計画区域外であり、また地域

の約９割が森林であるなど、都市的土地利

用を積極的に行う要因は少ない状況です

が、本地域が有する優良な自然環境や、水

源地区としての水質環境の保全、ならびに

地域の居住環境の維持・向上を図るため、

今後の土地利用動向を踏まえ、準都市計画

区域の指定を検討するとともに、これらの

保全に阻害となるような土地利用に対し

て、必要最低限の部分における土地利用規

制について検討し、良好な環境の維持・向

上を推進します。 

②道路・交通の⽅針 
・ 新里・黒保根地域と伊勢崎ICを結び、地域

間の連携強化や産業・観光の振興などを図

り、また国道122号が通行止めとなった際

に生じる連絡機能の脆弱性解消を図るた

め、国道122号に併行する路線について検

討します。 

③公園・緑地の⽅針 
・ 利平茶屋森林公園や花見ヶ原森林公園に

ついては、豊かな自然を感じ、自然と共生

できる屋外レクリエーション拠点として、

その活用を図ります。 

④汚⽔処理の⽅針 
・ 本地域は全域が個別処理の浄化槽となっ

ていますが、コミュニティ・プラントによ
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Ⅱ 地域別構想 
る集合処理で整備することが効率的な地

区については、実現に向けた検討を行いま

す。 

⑤緑の環境の⽅針 
・ 本地域の約９割を占める森林については、

適正な管理のもと、その確保と育成を推進

し、優良な風致の維持を図ります。 

⑥住宅・住環境の⽅針 
・ 過疎対策のため、種々の定住促進施策につ

いて検討を行い、人口の回復と生活利便性

の維持や地域の活性化を図ります。 

⑦都市防災の⽅針 
・ 土砂災害特別警戒区域などの指定があり、

土砂災害の恐れのある箇所については、崩

壊防止工事などを関係機関に働きかける

とともに、危険な位置にある家屋の安全な

場所への移転を推奨します。 
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図2-12 ⿊保根地域まちづくり⽅針図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




